
オ ッ カ ム の 論 証 理 論 に つ い て

ア リス トテ レスの καθ6λω と,κ αθ'e-XUTOの解 釈 を

め ぐって

赤 井 清 晃

1問 題 の 所 在

「14世紀の哲学お よび神学 の発展 のためにオ ッカムが行な った主要な貢献は,ス コ

ラの諸教説,と りわけ,前 提 として受け入れ られ ていた諸教説 を,オ ッカムは 自らの

原則に従 って体系的 に再考 した点にあ り,オ ッカム 自身の原則 とい うのは,現 実に存

在す るものは厳格 に個別的な本性をもつ こと,す べての被造物は根源的 に偶有性を も

つことであ る」と主張す る ド・レイクは,オ ッカムがア リス トテ レスの論証 砒6δε`ξ`ζ

(demonstratio)の 理論を扱 う場合に も,前 述のオ ッカム自身の2つ の原則が大 きな

役割を演 じてい ると 断定 してい るω。 ド・レイ クに よれば,ア リス トテ レスの 論証

の理論 に於 いて用い られ る前提命題に関す る条件の うち,「普遍性 καθ6λ・U」に対 して

は 「現実に存在す るものは厳格に 個別的な 本性を もつ」 とい う第一の 原則が,そ し

て,「 自体性 καθ'<,auro」に対 しては 「すべての被造物は根源的に偶有性を もつ」 とい

う第二の原則がそれぞれ解釈上,影 響を 及ぼ してお り,前 者は,ア リス トテ レスの

「普遍性」の規定 をゆ るめて拡大解釈す る 方向にあ り,後 者は 「自体性」 の規定をせ

ばめる方向にある ことにな るとい う(dR237)。 しか し,こ の ド・レイクの解釈には,

2つ の問題がある。第一 の問題は,ド ・レイ クのア リス トテ レスの論証 についての理

解が,ア リス トテ レスのテ クス トに即 してそ のまま承認 できるものであるか どうか,

とい う問題で ある。第二 の問題は,ド ・レイ クは,は じめか らア リス トテ レス とオ ッ

カムの差異を前提 して議論を進 めているために,オ ッカム解釈の上で論点先取 を犯 し

てはいないか,と い う問題である。

そこで,小 論は,ま ず準備作業 として,ア リス トテ レス自身の論証の理論 をテ クス
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トに基づいて明確 にす るよ うに試み る。同時に,ド ・レイクのア リス トテ レス解釈の

問題点を指摘す る。その際,オ ッカムが読 んだであろ うラテ ン訳の詮索 には立 ち入 ら

ず,ア リス トテ レスについては ギ リシア語 テ クス トを主 な典拠 とする。その後でオ ッ

カムがア リス トテ レスの 「普遍性」 と 「自体性」を論証 の理論に関 して,ど の ように

扱っているかを明 らか にす ることを試み る。

■ ア リス トテレス 『分析論後書』1,4

に於ける論証の前提命題の条件②

ア リス トテ レス は 『分 析 論 後 書 』 に於 いて 学 知 επ・στ加 η は どの よ うに して成 立 す

るか を 問題 に して い る 。 そ こで,学 知 が成 立 す るた め の手 続 き と して の,論 証a7Co一

δε`ξ6ζの 内容 が 問 題 とな る 。「論 証 知 δ伽 δε`κπ切 δ伽 στ加 η に即 した知 の対 象TO

ε伽 στητ6りは必 然 的 な ものdり αγκαど・vで あ る こ とに な るだ ろ う」(73a22-3)と み なす

ア リス トテ レス は,こ の世 界 の πρ∂γμα(プ ラ ー グマ,事 象)を 問題 と して,こ の プ

ラー グマ の うち に必 然 性 を 見 出 そ うとす る 。 「ソ フ ィス トの よ うな 付 帯 的 な仕 方 で は

な くて我kが それ ぞれ の こ とが ら(プ ラ ー グマ)を 端 的 に 知 っ て い る と思 うの は,そ

の プ ラ ー グマが それ の故 に 在 る とこ ろ の根 拠 を そ の プ ラ ー グマ の根 拠 で あ る と知 り,

か つ また,そ の プ ラ ー グマ が 他 の仕 方 で は在 りえな い と 知 っ て い る と 思 う ときで あ

る」(71b9-12)。 こ こで,次 の2点 を 確 認 す る こ とが で き る。第 一・に,プ ラー グマ の

根 拠 で あ る も のを,そ の プ ラー グマ の 根拠 で あ る と知 る こ と。 第 二 に,そ の プ ラ ー グ

マ が他 の仕 方 で は 在 りえ な い(と い う意 味 で)必 然 的 な も ので あ る こ とを知 る こ とで

あ る 。 そ うす る と,こ の こ と と論 証 とは どの よ うな 関係 にあ るの か が問 題 にな るだ ろ

う。換 言 す れ ば,論 証 が どの よ うな もので あ る こ とに よ って,プ ラー グマ の根拠 と プ

ラー グ 々の 必 然性 が 把 握 され るのか と い う問 題 で あ る。

と ころ で,こ こで い う 論 証 とは,そ れ を もつ こ とに よっ て 学 知 が 成 立す る 推 論

σ杁λ・γ`σμ6⊆で あ り(71b18-9),「 理 由 の 推論 σ杁 λ・ッ`σμδζ τ・∂$corc」(78b3),「 必 然

的 な 原理(即 ち,前 提命 題)か らの推 論 σ杁 λ・γ`σμδζ ξξ 命 αッκα♂ωり」(73a24,74b5)

と も言わ れ る。 「理 由 の推 論 」 とい うの は,「 理 由 を 知 る こ とい うこ とは,根 拠 を通 じ

て知 る こ とで あ る 」(75a35)と 言わ れ て い る こ とか ら,何 故 そ の プ ラー グ マが 在 るの

か を 根 拠 を通 じて知 る推 論 で あ る こ とを 意 味 して い る。 また,「 必 然 的 な 原 理 か らの
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オッカムの論証理論について

推 論 」 とい うこ とは,「 真 の,第 一 の,無 中項 の,結 論 よ りも よ く知 られ,結 論 よ り も

前 の,結 論 の根拠 で あ る」(71b20-2)論 証 の原 理,即 ち,前 提 命 題 か ら行 な わ れ る推

論 で あ る こ とを 意 味 してい る。 そ うす る と,プ ラ ー グマ につ い て 言 われ た 「必 然性 」

とい うのは,単 に,推 論 の形 式 上 の 必然 性 を 意 味 して い る ので は な くて,事 柄 自体 の

必然 性 を 意 味 して い る。 こ の こ とは,ト マ スが 『分 析 論 後 書 注 解 』で 区 別 して い る二

種 類 の必 然 性,つ ま り,「 継 起(即 ち,推 論)の 必然 性necessitasconsequentiae」

と 「結 論 の 端 的 な必 然 性necessitasabsolutaconsequentiae」 に相 当す るだ ろ う(a)。

『分 析 論後 書 』 の ア リス トテ レス が 問題 に して い るの は,後 者 の 「結論 の端 的 な 必 然

性 」 の方 で あ る。 で は,推 論 の結 論 の根 拠 で あ り,同 時 に,論 証 の過 程 の 出発 点 とな

る もの は何 か と言 え ば,通 常,「 普 遍 」 と訳 され る καθ6λ・Lが そ れ で あ る。 ア リス

トテ レス に よれ ぽ,「 普 遍 は 尊 い 。 なぜ な ら,そ れ は 根 拠 を 明 示 す る か らで あ り」

(88a5-6),「 普 遍 を 把 握 したな らぽ,我 々は す で に論 証 を も って い る こ とに な るで あ

あ ろ う」(88a3-4)か らで あ る。 そ して,論 証 に よ る学知 が成 立 す るた め に は,こ の

普 遍 は,論 証 の前 提 命 題 に於 いて 把 握 され て い なけ れ ぽ な らな い ので あ る 。

上 述 の よ うな学 知 と して の論 証 を 構 成 す る前 提 命 題 が 備 え て い るべ き条件 と して ア

リス トテ レスが 挙 げ て い るの は,属 性(述 語)が 主 語 に,

①"κ ατaπ αりτ6ζ"(す べ て につ い て)

②"κ αθ'Cauro"(自 体 的 に)

⑧"κ αθ6入・U"(全 体 に即 して)

属 す る とい うこ とで あ る。 「述 語 が 主 語 に 属 す る 」 とい う 表 現 につ いて は,主 語 を

S,述 語 をPと い う 記 号 で 表 す な らば,ア リス トテ レス の テ クス トで は"roP

δπ印Xε む'rU)LS"(PはSに 属 す る)と 表 現 され るが,こ れ を コ ブ ラを使 っ て書 き換x

れ ぽ"SestP"と な る。 さて,一 般 に は,こ れ らの条 件 の うち,① は 「全 称 性 」,②

は 「自体 性 」,③ は 「普遍 性 」 とい う呼 称 を 与 え られ る が,ア リス トテ レス の挙 げ る例

に よ って,そ れ ぞ れ を具 体 的 に理 解 して お きた い 。

皿一1「 全称性」

① の 「全称性」に関 して,ア リス トテ レスが挙 げてい るのは 「すべてのく人間〉に

く動物(で ある とい うこと)〉が属す る」(す べての人間は動物である)と い うもので

ある。 この条件 に関 しては,当 該 の前提命題が 「全称」であ って 「特称」ではないこ
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とと,ア リス トテ レスの挙げ る例が 「全称肯定命題」であることに注意 しておけば十

分である。

II-2「 自体 性 」

② の 「自体 性 」 に 関 して は,4種 類 の 「自体 性 」が 区 別 され る(4)。』そ の第 一 は 主 語

(S)の 本 質 の 内 に含 まれ る限 りの ものが 述 語(P)に な って い る 場合,例7i .ば,「 三角

形(S)に 線(P)が 自体 的 に属 す る」 場 合 で あ る。 こ の場 合 は,主 語(S)が 何 で あ

る かを 述 べ る定 義 の うちに 述 語(P)が 含 まれ て い る。(73x34-37)第 二 は,逆 に,

述 語(P)が 何 で あ るか を 述 べ る定 義 の うち に 主 語(S)が 含 まれ て い る場 合 で,例x

ぽ,「 線(S)に 直 と 曲(P)が,ま た 数(S)に 奇 と偶,素 と合 成,平 方 と長 方(P)が

自体 的 に属 す る」場 合 で あ る。(73a37-b1)こ れ ら第 一 と第 二 の 「自体 性 」 に つ い て

は,ほ ぼ 同 じ表 現 で 他 の箇 所(1,4,73b16-18;1,6,74b7-10;1,22,84・11-17)

で も言及 され,挙 げ られ る事 例 も数 学 や 幾何 学 の もの で あ る 。 ピ ロポ ノス が,「 それ

ら(4つ の)自 体 性 の意 味 のす べ て が論 証 の方 法 に 適 す るわ けで は な く,最 初 の2つ

の あ り方 だ け が 現 在 の 目的 に役 立 つ 」(5)と 注 釈 して 以 来,一 般 に,こ の 第一 と第 二 の

「自体 性 」 が 論 証 に 直 接 関 係 す る もの とみ な す こ とが,注 釈 家 の間 で 支 配的 で あ り,

ド ・レイ クもそ の 例外 では な い 。 け れ ども,ア リス トテ レス の意 図 を 正確 に理 解 す る

た め には,残 る第 三 と第 四 の 「自体 性」 に も 目を 向 け なけ れ ば な らな い。 そ こで 引 き

続 きテ クス トを 辿 る と,第 三 に,他 の どん な基 体 δπ・κε～μεりω に つ い て も 述 語付 け

られ る こ との な い も のが 「自体 的 に」 あ る もの で あ る 。 例}ぽ,「 歩 いて い る もの

Toβ αδ♂ζ・v」は,ま さに 「歩 くこ と」 を そ の本 質 とは して い な いが 付 帯 的 に 歩 い て

い る或 る他 の もの につ い て 言わ れ る。 これ に対 して,実 体,そ れ も 「この或 る もの

r68s7G」 を指 して い る 限 りの ものは ,そ の もの とは 異 な る もの で あ る こ とは な く,

ま さに それ で あ る と ころ の もので あ る。(73b5-10)さ らに 第 四 に,そ れ ぞれ の も の

に,そ の もの 自身 の故 に$c'C/auroあ る もの が,そ れ に 「自体 的 に」 あ る。 例}ぽ,

人 が 喉 を刺 され て死 ん だ とす れ ぽ,そ して そ の死 は 刺 殺 に即 して起 こ った とす れ ぽ,

刺 され た 時偶 然 に そ の 人 は死 んだ ので は な く,喉 を 刺 され た こ との故 に 死 んだ ので あ

るか ら,こ の こ と(喉 を刺 され た こ と)は,そ の こ と(そ の死)に 「自体 的 に」 あ る。

(73b10-16)

ド ・レイ クが 無 視 して い る こ の第 四 の 「自体 性 」 は,挙 げ られ て い る事 例 か らも分
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かるよ うに,第 一,第 二の 「自体性」の ように,幾 何学や数学 に限 らず,自 然学的対

象や倫理学的対象 をも覆 うことのできる適用範 囲の広 いものであるが,そ れは,「 そ

の もの自身の故に$c'aur6」 とい う規定が,第 二,第 二 の 「自体性 」 と異 な り,定 義

命題 を構成する必要がないか らである。 また,同 じく ド・レイクが言及 していない第

三 の 「自体性」は,『 形而上学』 に於け る実体 の規定 と関係 している。実体は 「他 の

どんな基体についても述語付け られず,そ れ 自身 と異 なるものであることはな く,ま

さにそれであ るところのものに他な らない」(Metaph.VH,1029a8-9,1030a3-6他)か

らである。そ して,こ の第三の 「自体性」 こそ,プ ラーグマの必然性 を支 える根源的

な 「自体性」であるが故に,「 それは まさにそれ であるところの もの」 とい う,言 語

形式上は同語反復的 な必然性 として表現 され ざるを得 ないのである。我kは,こ れ ら

の第三,第 四の 「自体性」を,単 に第一,第 二 の 「自体性」の補完的説明 としてでは

な く,む しろ第一,第 二の 「自体性」を支える根源的 な 「自体性」 として理解 してお

かな くてはな らないのであ る。

II-3「 普遍性」

③ の 「普遍性」についてア リス トテ レスは 「<全体に即 して καθ6入・v>と 私が言 う

のは,何 であれ或 る ものすべてについて κα縦7CGYVT6S,ま たそれ 自体 に即 して(自 体

的 に)rcaB'αδτ6かつそれ 自身 である限 りに於 いて ガauroあ るものであ る。従 って,

〈全体に即 して〉ある限 りの もの(普 遍)は 必然的に プラーグマに属 しているこ とは

明 らかであ る」(73b26-8)と 述べ,さ らに,「 〈それ 自体に即 して(自 体 的に)〉 と

い うのと くそれ 自身であ る限 りに於いて〉 とい うのは同 じである。 例えば,点 と直

は,線 それ 自体 に即 してある。 とい うの も,線 が線であ る限 りに於 いてある ことだか

らであ る。また,内 角の和が2直 角であ ることは三角形が三角形で ある限 りに於 いて

あることである。 とい うの も,三 角形はそれ 自体 に即 して(自 体的 に)内 角の和 に於

いて2直 角に等 しいか らである」(73b28-32)と い う例を 挙げてい る。 ここか ら分か

るよ うに,③ の 「普遍性」 とい う条件は,① の 「全称性」 と② の 「自体性」 とい う条

件 と排他的ではな く,む しろ累積的 に,「 全称性」 と 「自体性」を 同時に備 えて 「普

遍性」が生 じる とみな され ている。ただ,② の 「自体性」に,新 たに 「それ 自身であ

る限 りに於 いて」 とい う条件が 同格的に付 け加}ら れている。

ところで,ア リス トテ レスは さ らに,「 二等辺三角形は,任 意 のどれを とっても,
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2直 角 に等 しい角を もってはい るが,そ れ は二等辺三角形 を第一 もの πρのτω として

ではな く,2直 角に等 しい角を もつ とい う点では,三 角形の方が より先であ る。従 っ

て,任 意 のどれ(S)を とって も,そ れを第一の もの として,そ れ(S)が2直 角 に等

しい角 を もつ ものであるこ と(P),ま たはその他の 何かである ことが 証示 され る と

き,こ の もの(S)を 第一 のもの として,こ れ(S)の 全体 についてそのこ と(P)が

あ る。 そ してこの ものの全体について,そ のもの 自体 に即 した論証がある」(73b38-

74a2)と 言 っている。 この箇所 は 「全体に即 して」「全体について」 とい うことの補

足 的説 明であ るが,同 時 に,「 第一のものとして」 とい う重要な概念 を含んでいる。

次に,ま ず この⑧の 「普遍性」についてのオ ッカムの解釈を検討す るが,こ の 「第一

の ものnpwr・ レ」が 「第一の主 語primumsubiectum」 とい う形で,重 要な役割を演

じる ことにな る。

皿 「普遍性」の条件に関するオッカムの解釈

上述 の よ うな ア リス トテ レス の 「普 遍 性 」 の条 件 を,「 第 一 に 真 な る命 題pro-

positioprimovera」 とこ の命 題 を構i成す る 「第一 の主 語primumsubiectum」 とに よ

って オ ッカ ムは 理 解 す る。 ア リス トテ レス の 「二 等辺 三 角 形 」 の例 を あて は めれ ぽ,

「内角 の和 が2直 角 で あ る 」 とい う属 性passio(従 って,こ れ が 述 語 に な る)は,第

一.y>primo「 二 等 辺 三 角 形 」 に 属 す るの で は な くて 「三 角 形 」 に属 す る。 この場 合,

「三角 形 」 が 「第 一 の主 語 」で あ り,ま た,「 第 一 に 真 な る命 題 」は,「 す べ て の二 等

辺 三 角形 は 内角 の 和 が2直 角 で あ る」 とい う命 題 で は な くて,「 す べ て の三 角 形 は 内

角 の和 が2直 角 で あ る」 とい う命 題 で あ る。 以 下 に,テ クス トに従 っ て,「 第 一 に真

な る命 題 」 と 「第 一 の主 語 」 に つ い て オ ッカ ムが 言及 してい る と ころ を見 てみ る こ と

に す る 。

皿:一1

「第一 に真な る命題 」と「第一の主語」について,オ ッカムは次の ように言 う。「或 る

命題に於 いて,(1)そ の命題 の述語が,当 の主語 よ りもより一般的な如何 なる主語に も

属 さない とき,か つまた,(2)そ の命題 の述語が,当 の主語に属す るのに先立 って,当

の主語に述語付け られない或 る主語に属す ることがない とき,そ の命題 は,第 一に真
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オ ッカム の論 証 理 論 に つ い て

な る命 題 で あ る」(6)。さ らに,こ の後 半 部 分(2)に つ い て、 「第 二 の 部分(2)に よ って,そ

れ が 第一一に 属 す る或 る抽 象 名 詞 の 具体 名 詞 は 除 外 され る 」(OP,1,p.519,21-p.520,

22)こ とが 注 意 され て い る。 こ こで,オ ッカ ムは,論 証 を行 な う者 は,述 語 の 「第 一 の

主 語 」 とな る もの を並 意connotatio機 能 を もつ名 辞 を用 い て 導 入す るべ きで は な い,

とい う注意 を促 して い る ので あ る。 例 え ぽ,「 熱 を 与x.う る ものcalefactivum」 の 第 一

の主 語 は,「 熱calor」 で あ って,「 熱 を もつ ものcalidum」 で は な い 。 これ に関 して,

ド ・レイ クは 「熱 を 与 え うる も のは 常 に熱 い も ので あ って,決 して"熱"の よ うな 何

らか の 抽象 的 な存 在 で は な い,と い うオ ッカ ム の確 信 に も拘 らず 」(dR235)と コ メ ン

トして い る。 ド ・レイ クの言 うよ うな確 信 が オ ッ カム に あ った か否 か は しぼ らくお く

と して も,『 論 理 学 大全 』では 上 述 の よ うに述 べ られ て い る こ とが,『 オ ル デ ィナチ オ 』

で は さ らに,「 第 一 の 主 語 では ない ものsubiectumnonprimum」 を導 入 す る こ とに

よ って,論 証 を す る者 が,並 意 機 能 を もつ 名 辞,つ ま り,「 第 一 の 主 語 で は な い も

の」 を論 証 の中 で 用 い る こ とが 或 る場合 には 許 され る と述 べ てい る。 この よ うな 論 証

はdemonstratioparticularis一(特 殊 な 結 論 を 導 く論 証,以 下DPと 略 す)と 呼 ば れ

る。

皿一2

このDPに 関 して,ド ・レイクに従 えば,2つ の点 を指摘す ることがで きる。第一

の点は,オ ッカムは個別的存在(個 物)を 尊重す るが故に,特 にこのDPを 好んで取

り上 げていることである。 しか し,第 二 に,オ ッカムは,ア リス トテ レスが 『分析論

後書』1,24(85a13-86a30)で,こ のDPの 有用性を認めてい ることを 『論理学大

全』第3部 の2で は無視 してい るのは,一 見す ると驚 きを禁 じ得ないが,こ れは,ア

リス トテ レスが,究 極的には,DPで はな く,む しろ 「個物 としての或 る基体(主 語)

に内属す るそのものの完全 な本性(種)を 機牲に して も,そ の基体の普遍的な本性の

側(類)の 重要性を強調す る」(dR236)か らであ って,従 って,驚 くにあた らない

とい う。

第一の点は,『 オルデ ィナチオ』を念頭に置けぽ承認できるであ ろ う。 『論理学大

全』 の第3部 の2(論 証的推論 について)に,DPへ の肯定的な言及を期待 して読む

とその期待は裏切 られるか らであ る。 しか し,第 二の点は どうであろ うか。確かに,

『論理学大全』第3部 の2で は見出 されないが,『 オルデ ィナチオ』に於 いては,『 分
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析論後書』1,24で のDPの 有用 性に関しての 記述への 言及 が 見出され る(OT,1,

q.8,p.218)。 この ことは,『 論理学大全』に 於けるオ ッカムは,ア リス トテ レス の

「普遍性」の意味を,ド ・レイクが言 うように,ゆ るめて拡大解釈 していると誤解 さ

れ る可能性を排 除す るために意図的 に言及を避けたのだ ろ うとい うこ とを示唆 してい

る。 とい うのは,既 に我kが 見た ように,『分析論後書』の論証の理論に於いて尊 重さ

れ る 「普遍」は,ア リス トテ レスの 実体論に於いては,個 物に内在す る 「内在形相」

としての側面を もつが,オ ッカムはそのよ うな形相を認めない。 そ して,「普遍」に

関 しては,著 作の時期 によって相違点はあ るものの,オ ッカムに とっては,「 普遍」

それ 自体で さ}個 別的であ るのだか ら,『 論理学大全』の この箇所で,こ とさ らde-

monstratiouniversalis(一 般的な結論 を導 く論証,以 下DU)とDPを 対比 して,「普

遍」を導 くDUの 個別性を強調するこ とは,『 論理学大全』の読者 に不要な混乱 を招

くこととして,避 け られた のであろ う。この限 りに於 いて,『 論理学大全』に於 ける

オ ッカムは,ア リス トテ レスに忠実であると言って よく,ド ・レイ クの解釈は少な く

とも 『オルデ ィナチオ』については承認 される としか言 えないだろ う。

W「 自体性」の条件に関するオ ッカムの解釈

オ ッカムは 『論 理 学 大全 』第3部 の2,第7章 で,「 自体 的 に真 な る命 題propositio

persevera」 を 規定 してい る。 そ こでは,広 義 の 「自体 性 」 と狭 義 の 「自体 性 」 と

の 区 別 が行 なわ れ て い る 。

或 る命 題 が,広 義 で 「自体 的 に あ る 」 と言 わ れ るの は,そ の命 題 の主 語が,述 語 の

定義 の要 素 に な るか,或 は そ の逆 の場 合 で あ り,一 方 よ りも,そ れ 自体 に 於 い て上

位 に あ る も のの 方 が 他方 を規 定 す る か,或 は,一 方 が 他 方 に よ って 規 定 され る場合

(OP,1,p.515,27-p.516,29)で あ る。 そ の 例 と しては,「 す べ て人 は動 物 で あ る」

とか 「す べ て 人 は 笑 うこ とが で きる 」 とい う命 題 が挙 げ られ る。

また,或 る命 題 が,狭 義 で,「 自体 的 にあ る」 の は,生 成 ・消 滅す る この 世 の可 能

的 な 事象 に関 してdepossibili,例 え ぽ,「 す べ て 人 は動 物 で あ り得 るpotestesse」 と

言 わ れ る 場 合(ibid.,p.516,41-44)で あ る。 オ ッ カム は さ らに,最 も狭 い 意 味 で の

「自体 性 」 に 言 及 して い る。 これ は,厳 密 な最 も優 れ た論 証demonstratiopot'issima

を構 成す るた め に 命題 が もつ べ き 「自体 性 」 の 条件 で あ る。 次 に,こ れ らを 順 次 見 て
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オ ッカムの論証理論 について

い こ う。

IV-1広 義 の 「自体 性 」

広 義 で,「 自体 的 に あ る」 と言 わ れ る命 題 は,我kが す で に,ア リス トテ レス の

『分 析 論 後 書 』1,4で の4種 類 の 「自体 性 」 と してみ た もの の うち,直 ちに,第 一 と

第二 の も のに あ た る こ とが 分 か る。即 ち,「 一 方 の 仕方 で は述 語 が 主 語 の定 義 の うちY'

含 まれ,も う一 方 の仕 方 で は,主 語 が述 語 の 定 義 の うち に含 まれ る」(ibid.,p.515,

22-4)の で あ る。 と ころ で,こ の 「も う一 方 の仕 方 」 の場 合,オ ッカ ムは,「 一 方 よ

りも,そ れ 自体 に 於 い て上 位 にあ る もの の方 が 他 方 を 規 定す るか,或 は,一 方 が 他 方

に よ って規 定 され る場 合 」(ibid.,p.515,27-p.516,29)と い う説 明 を 付 け加 え てい

るが,ド ・レイ クに よれ ば(dR238),こ の説 明 を付 け加x.る こ とに よっ て,「 普 遍 性 」

の 条件 を 弱 めた の と 同様 に,「 自体 性 」 の 条 件 を も 拡 張 して い るの だ とい う。 これ

は,広 義 の 「自体 性 」 に 関す る限 り,ア リス トテ レス に よっ て第 一 か ら第 四 ま で挙 げ

られ て い た 「自体 性 」 の うち,ド ・レイ クは第 一 と第 二 の 「自体 性 」 しか認 め てい な

い のY',オ ッカ ムは 第 一,第 二 の 「自体 性 」),YYL分類 で きな い 「自体 性 」(つ ま りこれ が

第 三,第 四 の 「自体 性 」 に相 当す る)を 挙 げ て い る こ とが,ド ・レイ クを して,「 オ

ッカ ムは 広義 の 自体 性 を ア リス トテ レスが 考 え て いた 以 上 に 拡張 して 解 釈 して い る」

と言 わ しめ た,と 想 像 され る。 ここで,ド ・レイ クは,オ ッカ ムが 『ア リス トテ レス

の範 疇 論 へ の注 解 』(OP,2,p.255,44-50)(7)で,並 意 概 念 を用 い て,例 え ぽ,「 す べ

て 白(い もの)は 色 あ る もので あ るomnealbumestcoloratum」 とい う 命 題 を論 証

の前 提 命 題 と してふ さわ しい もの と して支 持 し よ う と して い る と解釈 す る。 これ は,

個 物 と しての 「すべ て 白(い もの)」 を 論 証 の 命 題 の 中に 取 り入 れ る ため の オ ッカム

の操 作 で あ り,個 別 性 重 視 の オ ッカ ム の 存 在 論 が そ の背 後L¥Yあ る,と い う ド ・レイ

クの先 入 観 に よっ て い る と考 え られ る。 何 故 な ら,既 に確 認 した よ うに,ド ・レイ ク

は,ア リス トテ レス の挙 げ る4種 類 の 「自体 性 」 の うち の初 め の2つ しか 視 野 に 入 れ

て い な いが,我 々が 検 討 した第 三,第 四 の 「自体 性 」 を考 慮 に 入 れ る な らぽ,オ ッ カ

ムが 『ア リス トテ レス の範 疇 論 へ の 注 解 』 で 挙 げ て い る 「白(い もの)」 の 事 例 は,

も と も とア リス トテ レス 自身 に と って もあ り得 る事 例 だか らで あ る。 問題 は,オ ッ カ

ム 自身 が,第 三,第 四 の 「自体 性 」 を 当 該 の箇 所(『 論理 学大 全 』 第3部 の2)で は,

そ れ と して取 り上 げ て い な い こ とで あ ろ う。 実 際 ナ ッカ ムが,書 名 を挙 げ て,『 分
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析論後書』の 「自体性」に言及する際,第 一,第 二の 「自体性」のみを挙げている箇

所 を ド・レイクが言及 している箇所 以外に も指摘す ることがで きる(8)。しか し,オ ッ

カムは,第 三,第 四の 「自体 性」を全 く無視 しているわけではな くて,例 えぽ,〈 実

体 〉つ ま り「〈本質 〉に即 してperessentiam」 とい うことと「自体的にperse」 とい

うこととは同 じである,と い う表現で第三の 「自体性 」が言及 されている箇所(OT,

4,p.570,18-19)が あ る。 また,『 自然学 注解』の 中では,「 自体性」 と 「付帯性」

を一般的に説 明す る際に,『 分析論後書』の書名を挙げて,4種 類 の 「自体性」に言

及 してお り(OP,5,p.319,57-p.320,102),そ こでは,や は り 「白(い もの)」の事

例が挙 げ られ てい る。従 って,オ ッカムは第三,第 四の 「自体性」をア リス トテ レス

の分類に従 って考えていた とみなす ことが できる。だか ら,ド ・レイクの挙げてい る

『ア リス トテ レスの範疇論 への注解』の事例は,は か らず も 『分析論後書』の 当該箇

所の意 図に沿 って解釈 できるのであ って,こ こにオ ッカムの存在論を読み込む必要は

ないであろ う。

IV-2狭 義 の 「自体性」

次に,狭 義で 「自体的であ る」 と言われ る命題 は,広 義の 「自体性」の条件だけ

でな く 「必然性 」 を も備えていなけれぽ な らない と され る。 ド・レイク に よれぽ

(dR237),ア リス トテ レス とその教説 に従 う人kに とっては,「すべて人は動物 である」

や 「すべて人は笑 うことがで きる」 とい う 「自体的に」真なる命題は,必 然的 に真で

なければな らなか ったが,他 方,オ ッカムの見解では,人 間の存在は付帯的で偶有性

をもつ ものであるか ら,こ れ らの命題はすべて付帯的な真理にかかわ るものである,

とい う問題にオ ッカムは直面せ ざるを得なかった。そ こでオ ッカムは,狭 義 の 「自体

性」を,広 義 の 「自体性」か ら区別 したので あるが,そ の際,自 分がア リス トテ レス

とその忠実な注解者(例xぽ,ロ バ ー ト・グロステス ト)た ちとは挟をわかつ ことを

十分に意識 していた とい うのである。 この ことは,オ ッカム 自身 の 「ア リス トテ レス

の見解に もかかわ らずquamvissecundumopinionemAristotelis」(OP,1,p.516,

35)と い う但 し書 きか ら認 め られ る。そ して,「 自体 性」 のこの よ うな観点は,我k

が見た限 りの ア リス トテ レスのテ クス トにはなか った ものであ る。 従 って,狭 義の

「自体 性」 の導入はすべ ての被造物 は 根源的に偶有性 をもつ とい うオ ッカムの 教説 を

保持するためにな され た とい うド ・レイクの解釈は,解 釈 として可能で あろ う。
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オ ッカムの論証理論について

IV-3最 も狭い意味での 「自体性」

最後に,或 る前提命題が,最 勝義に於いて 「自体的」であると言われるのは,必 然

的な命題であるときであるが,さ らに,そ の命題に於いては,「 固有でかつ直接的な

述語付けpraedicatiopropriaetdirecta」 がなけれ ばな らない と され る(ibid.,p.

516,45-8)。 ここで,「 固有 でかつ直接的な述語付け」 とい うのは,或 る命題に 於い

て,そ の述語が,現 実に,自 然本性上それ の基体であ るものを主語 として,そ の述語

とな っている場合を指 している。 ナ ッカムが このよ うな条件 を付け加xる のは,或 る

命題は 「必然的」ではあるが,「 自体的」ではない場合があるので,こ れを排 除す る

ためであ る。例 えば,「 或る動物は人間であ る」 とか 「或 る動物は 人間であ り得る」

とい う命題は、 「必然的」ではあっても最 も狭 い意味では 「自体的ではない」 とされ

'る(ibid
.,p.516,52-3)。 ド ・レイクが指摘 している ように(dR239の 注7),オ ッカム

は ここで,も はや 『分析論後書』 のテ クス トを越 えて,『 分 析論前書』の様相の区別

を導入 してお り,特 に,例 えぽ,も しこの命題 が必然的であ るな らぽ,「すべて人は笑

うことがで きる」(全称許容様i相)(OP,1,p.518,86)と い う命題が,最 も狭い意味 で

「自体的であ る」と言われ る。 ド・レイ クは,オ ッカムが 自分の形而上学上の主張(つ

ま り,す べての被造物は根源的に偶有性を もつ とい う主張)を 危 険にさ らす ことを望

まなか ったので,こ のよ うな予防手段を講 じざるをえなか った と解釈 してい る。 この

解釈 もまた,IV-2の 狭義の 「自体性」の場合 と同様,特 に これ を否定す るテ クス ト

がないので,受 け入れ る余地はある と言 って よいだろ う。

V結 論

既 に示 した ように,ド ・レイクの解釈 の2つ の主張 の うち,オ ッカムは ア リス トテ

レスの 「普遍性 」の規定をゆるめて拡大解釈する方 向にあ る,と い う点に関 しては,

少な くとも 『論理学大全』に関 してはあてはま らず,『 オルデ ィナチオ』に関 して認

めることがで きる。また,「 自体性」 の条件については,『 分析論後書』の当該箇所

への言及に関する限 り,つ ま り,オ ッカムの区別でい うところの 「広義 の自体性」に

関す る限 り,ア リス トテ レスの意 図す る 「自体 性」の意味は,狭 め られ るどころか,

ア リス トテ レスの意図通 りに正 しく解釈 されている と言}る(9)。 しか し,オ ッカムが

「自体性」を広義 の 「自体性」,狭義 の 「自体性」そして最 も狭い意味で の 「自体性」
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に 区分 した こ とに つ い ては,ド ・レイ クの言 うよ う.に 「オ ッ カムは 自体 性 の規 定 を せ

ばめ た 」 と言 うこ とが で きる で あ ろ う。
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 De demonstratione apud Guillelmum 

 de Ockham 

      -Circa rcaOo2ov et icaO'auzd Aristotelis 

                            Kiioaki AKAI 

   In hoc tractatu investigatur quomodo Guillelmus de Ockham tractaverit de 

doctrina Aristotelis circa postulationes principiorum demonstrationis. 

   Secundum opinionem Aristotelis, ad sciendum ex quibus sit demonstratio, 

necessarium est cognoscere tres postulationes : <de omni>, <per se) et <uni-

versale>. Horum autem secunda postulatio <per se) accipitur quattuor modis, 

qui recte intellecti sunt a Guillelmo de Ockham. 
   Lambert-Marie de Rijk vero tenet Guillelmum de Ockham habuisse duo prin-

cipia : stricte individualem naturam omnium quae realiter sunt, et radicalem con-

tingentiam omnium creaturarum. Et horum primum, secundum eius opinionem, 

compulit Guillelmum de Ockham ad extensionem postulationis tertiae <uni-

versale), secundum autem principium coegit eum astringere postulationem 

secundam <per se). Haec vero opinio videtur convenire partim tantum inten-

tioni Guillelmi de Ockham. Haec enim astrictio videtur non esse de mente 

Guillelmi de Ockham quatenus iste terminus <per se) accipiatur large. Amplius 

illa extensio non convenit Summae Logicae, quamvis conveniat Ordinationi.
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